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■戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業整備事業／入札説明書等変更対照表（第４回） 
書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

入札

説明

書 

 4 2 2 (2)     施 設

の 概

要 

 

対象機能 ・・・ 施設規模等 

駐車場  約 6,000 ㎡ 
駐車場は 125 台程度 

  

 

対象機能 ・・・ 施設規模等 

駐車場  6,000 ㎡以下 
駐車場は 125 台程度  

入札

説明

書 

 28 7 1 (1) イ (イ) b  按 分

対 象

経 費

の 按

分 方

法 

(a) 按分対象経費は、対象施設ごとに個別にかか

る費用については、個別に算出し、それ以外につい

ては、ア(ｲ)a(b)で算出した対象施設ごとの面積によ

り按分する。 

(b) 上記で算出された、駐車場、食堂、多目的スペ

ース、店舗分の費用については、サービス対価に

算入しない。 

(a) 按分対象経費は、対象施設ごとに個別に算出

できない費用について、サービス対価Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの

対象施設、駐車場（一般者用駐車スペース部分）及

び店舗の面積により按分する。ただし、按分対象経

費(i)、(j)、(k)、(l)については、サービス対価Ｃ、Ｄ、

Ｅ、Ｆの対象施設の面積で按分してください。なお、

按分対象経費の算出の際には、駐車場の車路（ス

ロープ含む）は区役所の面積、食堂及び多目的ス

ペースは市民利用ゾーンの面積にそれぞれ含めて

算出すること。 

(b) 上記で算出された、駐車場（一般者用駐車スペ

ース部分）及び店舗が負担する費用については、サ

ービス対価に算入しない。 

要求

水準

書 

 16 2 2 (1) ア    本 施

設 

 

対象機能 ・・・ 施設規模等 
駐車場  約 6,000 ㎡ 

駐車場は 125 台程度 

  

 

対象機能 ・・・ 施設規模等 
駐車場  6,000 ㎡以下 

駐車場は 125 台程度  
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

要求

水準

書 

 20 3 1 (3) ア (ア)   (ｱ) １

階 部

分（周

辺 道

路 接

続レベ

ル） 

・駐車場へは２トントラック（長さ 4.7ｍ、幅 1.7ｍ、高

さ 2.0ｍ）が入ることを考慮した動線計画を行うこと。 

・区役所の荷物の搬出入は２トントラック（長さ 4.7

ｍ、幅 1.7ｍ、高さ 2.0ｍ）にて行われる。エレベータ

などへ荷物を搬出入する場合（地下駐車場を経由

しておこなわれる場合を含む）に不都合のない動線

計画とすること。 

要求

水準

書 

2-

5 

        閲 覧

可 能

図書 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業

に伴う風洞実験業務委託報告書（平成 20年７月） 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

要求

水準

書 

2-

6 

          

課名 名称 

・・・ 

動線・配置計画に関す

る留意事項 

総務課 選 挙 管

理 委 員

会倉庫 
・・・ 

・トラック（２トン車）か

らの荷物の搬出入が

しやすい位置（大型エ

レベータの近くなど） 

健 康 相

談室 

・・・ 

・ 母子相談室と隣接 

・ 健診部門待合ロビ

ーに隣接 

・ 予防接種室に近接 

・ 検査室に近接 

・ レントゲン室に近接 

健診部門 

母 子 相

談室 

・・・ 

・ 健康相談室、栄養

室と隣接 

・ 予防接種室に近接 

・ 検査室に近接 

・ レントゲン室に近接 

・ 乳幼児健診の動線

に沿った配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名 名称 

・・・ 

動線・配置計画に関す

る留意事項 

総務課 選 挙 管

理 委 員

会倉庫 
・・・ 

・荷物の搬出入が行

いやすい位置（大型エ

レベータの近くなど）に

設置すること。荷物は

２ｔトラックにて運搬さ

れる。 

健 康 相

談室 

・・・ 

・ 母子相談室と近接 

・ 健診部門待合ロビ

ーに隣接 

・ 予防接種室に近接 

・ 検査室に近接 

・ レントゲン室に近接 

健診部門 

母 子 相

談室 

・・・ 

・ 健康相談室と近接 

・ 栄養室、予防接種

室に近接 

・ 検査室に近接 

・ レントゲン室に近接 

・ 乳幼児健診の動線

に沿った配置 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

 

課名 名称 

・・・ 

動線・配置計画に関す

る留意事項 

南部農政

事務所 

体 験 農

園コーナ

ー 

・・・ 

・屋上（庁舎の緑化義

務 20％の内数で対

応） 

区役所共

用 

応接コー

ナー 

・・・ 

・区役所の執務室が

ある階ごと（計５フロア

程度）に、２箇所づつ

設置する。 

・１箇所あたり８人程

度の打合せができる

ようにする。 

・２箇所の間にパーテ

ーションを置き、状況

に応じて机をつなげて

使用できるようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名 名称 

・・・ 

動線・配置計画に関す

る留意事項 

南部農政

事務所 

体 験 農

園コーナ

ー 

・・・ 

・屋上（庁舎の緑化義

務 10％の内数で対

応） 

区役所共

用 

応接コー

ナー 

・・・ 

・できるだけ区役所の

執務室がある階ごと

（計５フロア程度）に、

２箇所づつ設置する。 

・１箇所あたり８人程

度の打合せができる

ようにする。 

・２箇所の間にパーテ

ーションを置き、状況

に応じて机をつなげて

使用できるようにす

る。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

 

課

名 

名

称 ・・・ 

その他特記事項 

※カウンターの長さ、人数は目安を

示す。 

検

診

部

門 

予

防

接

種

室 

・・・ 

・スペース（待合、接種場所、接種後

の子どもの様子を観察するスペー

ス）には充分な余裕を 

確保すること（400 組） 

・接種は医師６人で実施できるスペ

ースを確保すること 

・出入り口は２か所必要（接種に来た

人と帰る人の動線が交差しないよう

に） 

・他の健診部門の室(栄養相談室、

健康相談室、母子相談室、歯科相談

室等)と壁を取り払った大空間にでき

るようにする。 

・ボイスコールを使用するため、出入

り口近くにコンセント必要。 

・耐薬品床 

 栄

養

相

談

室 ・・・ 

調理台周辺に人が集まる余裕が必

要（最低３０人程度） 

調理スペースと教室スペースを分け

て配置し、間仕切りで区切れるように

する 

他の相談室等、検診部門の部屋全

体と壁を取り払った大空間にできる

ようにする。その場合、可動式間仕

切りの収納スペースに考慮する。 

 

 

 

課

名 

名

称 ・・・ 

その他特記事項 

※カウンターの長さ、人数は目安を

示す。 

検

診

部

門 

予

防

接

種

室 

・・・ 

・スペース（待合、接種場所、接種後

の子どもの様子を観察するスペー

ス）には充分な余裕を確保すること

（400 組） 

・接種は医師６人で実施できるスペー

スを確保すること 

・出入り口は２か所必要（接種に来た

人と帰る人の動線が交差しないよう

に） 

・健康相談室と壁を取り払った大空

間にできるようにする。 

・ボイスコールを使用するため、出入

り口近くにコンセント必要。 

・耐薬品床 

 栄

養

相

談

室 

・・・ 

調理台周辺に人が集まる余裕が必

要（最低３０人程度） 

調理スペースと教室スペースを分け

て配置し、間仕切りで区切れるように

する 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

 

空調 課名 名称 

・・・ 

 

空 調

（冷暖

房） 

局所

排気

換気 

生活衛生

課 

消毒器具庫 
・・・ ○ ○ 

子ども家庭

支援相談室 
・・・ ○ ○ 

こども家庭

支援課面接

室 

・・・ ○ ○ 

こども家庭

支援課 

こども家庭

支援課会議

室 

・・・ ○ ○ 

健診部門 洗濯場 ・・・ ○ ○ 

南部農政

事務所 

南部農政事

務所書庫 
・・・ ○  

  

 

 

 

 

空調 課名 名称 

・・・ 

 

空 調

（冷暖

房） 

局所

排気

換気 

生活衛生

課 

消毒器具庫 
・・・  ○ 

子ども家庭

支援相談室 
・・・ ○  

こども家庭

支援課面接

室 

・・・ ○  

こども家庭

支援課 

こども家庭

支援課会議

室 

・・・ ○  

健診部門 洗濯場 ・・・  ○ 

南部農政

事務所 

南部農政事

務所書庫 
・・・   
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

要求

水準

書 

7-

2 

          

機能 光熱水費 

区役所 市 
区民文化センター 選定事業者② 
第 2交通広場 市 
駐車場 選定事業者③ 
第 2自転車駐車場 市 
食堂 選定事業者③ 
多目的スペース 選定事業者③ 
店舗 選定事業者③ 
付帯事業 選定事業者③ 

・・・ 

※光熱水費のうち、電気については、市が電力供

給会社と一括契約し、市が検針結果に基づき、選

定事業者から徴収する。ガス、水道については、個

別に契約するものとする。 

 

光熱水費 
機能 （ 専 有部分負

担） 
（全体共用部
分負担） 

区役所 市 市 
区民文化セ
ンター 

選定事業者② 選定事業者② 

第 2 交通広
場 

市 市 

駐車場（一
般者用・車
路（スロープ
含む）） 

選定事業者③ 市 

駐車場（公
用車用） 

市 市 

第 2 自転車
駐車場 

市 市 

食堂 選定事業者③ 市 
多目的スペ
ース 

選定事業者③ 市 

店舗 選定事業者③ 選定事業者③ 
付帯事業 選定事業者③ 市 

・・・ 

※光熱水費については、市が供給会社と一括契約

又は個別契約し、市が検針結果に基づき選定事業

者から徴収する。なお、各機能の光熱水費の全体

共用部分負担については、各機能の専有面積によ

り按分して算出するものとする。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

要求

水準

書 

9-

7 

         （追加） （別紙 9-7 戸塚区役所所有公用車一覧） 

 

 

様式

集 

2-

15 

          

② （入札公告日以降に交付されたこと） 

⑭ （契約書の写し等） 

  

 

② （最新のものである旨の証明を添付するこ

と） 

⑭ （設計・建設・工事監理にあたる者：一

級建築士等） 

  

様式

集 

5-

5 

         ＜３＞「⑩全体共用」として算出した費用及び「５ そ

の他費用」については、様式７－３に示す各機能の

施設面積により按分し、その比率により各機能に配

分してください。 

＜３＞a 「⑩全体共用」として算出した費用は、各機

能への按分経費として、様式 7-3 に記載している各

機能の施設面積をもとに、以下のように計算してく

ださい。   

区役所の按分経費＝「⑩全体共用」×（区役所の面

積＋公用車用駐車場の面積＋車路（スロープ含

む）の面積）／（施設全体面積-全体共用部分の面

積） 

市民利用ゾーンの按分経費＝「⑩全体共用」×（市

民利用ゾーンの面積＋食堂の面積＋多目的スペー

スの面積）／（施設全体面積-全体共用部分の面

積） 

区民文化センターの按分経費＝「⑩全体共用」×
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

（区民文化センターの面積）／（施設全体面積-全体

共用部分の面積） 

第 2 交通広場の按分経費＝「⑩全体共用」×（第２

交通広場の面積）／（施設全体面積-全体共用部分

の面積） 

第 2 自転車駐車場の按分経費＝「⑩全体共用」×

（第 2 自転車駐車場の面積）／（施設全体面積-全

体共用部分の面積） 

駐車場の按分経費＝「⑩全体共用」×（一般者用駐

車場の面積）／（施設全体面積-全体共用部分の面

積） 

店舗の按分経費＝「⑩全体共用」×（店舗の面積）

／（施設全体面積-全体共用部分の面積） 

b「５ その他費用」については、サービス対価が支

払われる機能（①～⑤）の施設面積（様式 7-3）によ

り按分し、それぞれの機能（①～⑤）に配分してくだ

さい。 

様式

集 

6-

18 

         ※１ Ａ３版横で具体的に記入してください。 ※１ Ａ３版横 1 枚で具体的に記入してください。 

様式

集 

7-

3 

           

部門 室名 

福祉保健 生活衛生課  

 

部門 室名 

福祉保健 生活衛生課 犬舎用駐車スペー
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

センター 

  

センター ス 
 

様式

集 

7-

3 

         4．駐車場 

室名 ・・・ 特徴・仕様・数値等 

車路 ・・・ 一般者用駐車場面積

と車路面積の和 [ ]

㎡ 

  

4．駐車場 

室名 ・・・ 特徴・仕様・数値等 

車路（スロープ

含む） 

・・・  

 

様式

集 

7-

3 

         7．全体共用部分 

室名 ・・・ 特徴・仕様・数値等 

1階 搬出入サ

ービスヤード 

・・・  

・・・ ・・・  

ごみ置場   

  

7 全体共用部分 

室名 ・・・ 特徴・仕様・数値等 

1階 搬出入サ

ービスヤード 

・・・ 駐車スペースを含む 

・・・ ・・・  

ごみ置場  駐車スペースを含む 

  

落札

者決

定基

準 

1   2 (13)       

提案様式 中項目 ・・・ 

対象様式 制限枚数等 

(13)建設マネ

ジメント 

・・・ 様式 6-17 

 

様式 6-18 

Ａ４ 

２枚 

 

提案様式 中項目 ・・・ 

対象様式 制限枚数等 

(13)建設マネ

ジメント 

・・・ 様式 6-17 

 

様式 6-18 

Ａ４ ２枚 

 

Ａ３ １枚 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

  

 

  

事業

契約

書

（案） 

 21 52

条 

       乙は、維持管理業務及び運営業務に関し、業務

を総合的に管理・総括する総括責任者を定め、[こ

の契約締結後速やかに、]甲にその氏名、所属等を

報告しなければならない。総括責任者を変更したと

きも、速やかに、同様の事項を甲に報告しなければ

ならない。 

乙は、維持管理業務及び運営業務に関し、業務

を総合的に管理・総括する総括責任者を定め、維

持管理業務及び運営業務の開始予定日の６０日前

までに、甲にその氏名、所属等を報告しなければな

らない。総括責任者を変更したときも、速やかに、同

様の事項を甲に報告しなければならない。 

事業

契約

書

（案） 

 28 74

条 

       （追加） （駐車場管理運営業務） 

第７４条の２ 乙は、要求水準書、業務仕様書、業

務計画書及び提案書に従い、駐車場管理運営業務

を実施する。 

２ 駐車場の利用者から収受した利用の代金は乙

の収入とし、乙は、その一部を第７２条第１項但書

に従い甲に納付する。 

３ 駐車場運営業務は独立採算とし、甲が支払うサ

ービス対価を駐車場運営業務の費用に充ててはな

らない。 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

 

 

事業

契約

書

（案） 

 32 89

条 

２       本施設の引渡し前に第８６条第２項又は第８７条

第４項の規定によりこの契約が解除され又は解除さ

れたものとみなされた場合において、甲が本施設の

出来高部分を利用しようとするときは、乙は乙の責

任及び費用において当該出来高部分の検査を受け

るものとし、甲は合格部分を乙より買い受け、その

引渡しを受けることができる。甲が対象部分の出来

高部分を利用しないときは、乙はその費用において

速やかに本敷地を原状に回復して甲に明け渡さな

ければならない。 

本施設の引渡し前に第８６条第２項又は第８７条

第４項の規定によりこの契約が解除され又は解除さ

れたものとみなされた場合において、甲が本敷地の

原状回復が社会通念上合理的であると判断した場

合を除き、乙は乙の責任及び費用において当該出

来高部分の検査を受けるものとし、甲は合格部分を

乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。甲

が対象部分の出来高部分を買い受けないときは、

乙はその費用において速やかに本敷地を原状に回

復して甲に明け渡さなければならない。 

 

 

事業

契約

書

（案） 

 38 104

条 

       甲及び乙は、この契約の履行に関して相手方より

秘密情報として提供を受けた事項の内容を自己の

役員、従業員、代理人及びコンサルタント、乙からこ

の契約に基づく業務の実施の委託を受け又はこれ

を請け負った者、及び出資者（以下この条において

「役員等」という。）以外の第三者に漏らし、及びこの

契約の履行以外の目的に使用してはならず、並び

に役員等に守秘義務を遵守させるものとする。 

甲及び乙は、この契約の履行に関して相手方より

秘密情報として提供を受けた事項の内容を自己の

役員、従業員、代理人及びコンサルタント、乙からこ

の契約に基づく業務の実施の委託を受け又はこれ

を請け負った者、この契約の履行に関して乙に融資

を提供する金融機関及び出資者（以下この条にお

いて「役員等」という。）以外の第三者に漏らし、及び

この契約の履行以外の目的に使用してはならず、
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。 

 

事業

契約

書

（案） 

5 52  1 （1） イ (イ) b  按 分

対 象

経 費

の 按

分 方

法 

(a) 按分対象経費は、対象施設ごとに個別にかか

る費用については、個別に算出し、それ以外につい

ては、ア(ｲ)a(b)で算出した対象施設ごとの面積によ

り按分する。 

(b) 上記で算出された、駐車場、食堂、多目的スペ

ース、店舗分の費用については、サービス対価に

算入しない。 

(a) 按分対象経費は、対象施設ごとに個別に算出

できない費用について、サービス対価Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの

対象施設、駐車場（一般者用駐車スペース部分）及

び店舗の面積により按分する。ただし、按分対象経

費(i)、(j)、(k)、(l)については、サービス対価Ｃ、Ｄ、

Ｅ、Ｆの対象施設の面積で按分してください。なお、

按分対象経費の算出の際には、駐車場の車路（ス

ロープ含む）は区役所の面積、食堂及び多目的ス

ペースは市民利用ゾーンの面積にそれぞれ含めて

算出すること。 

(b) 上記で算出された、駐車場（一般者用駐車スペ

ース部分）及び店舗が負担する費用については、サ

ービス対価に算入しない。 

事業

契約

書

（案） 

7 66  2       ２ 減額対象及び是正措置 

(1) 減額対象及び是正レベルの認定 

２ 是正レベルの認定と是正措置 

(1) 是正レベルの認定 
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書類

名 
別 頁 第 章 節 号 大 中 小 

項目

名 
変更前 変更後 

 

 

事業

契約

書

（案） 

7 68  3 (1)     減 額

ポイン

トの計

上 

甲は乙に対して是正指導又は是正勧告を行った

後、是正期間を経過しても当該是正の対象となった

状況が是正されない場合、減額ポイントを計上、加

算する。 

甲は乙に対して是正指導又は是正勧告を行った

後、是正期間を経過しても当該是正の対象となった

状況が是正されない場合、減額ポイントを計上、加

算する。ただし、駐車場管理運営業務、食堂運営業

務、多目的スペース管理運営業務、店舗運営業務

及び市が認める付帯事業は減額ポイントの対象外

とする。 

事業

契約

書

（案） 

7 70  3 (4)     契 約

解除 

維持管理業務及び運営業務を行う者の変更後も

事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たして

いない状況となり、維持管理・運営業務の対価の支

払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理業

務及び運営業務を行う者の変更に応じない場合

は、甲は６か月以内に契約を解除することができ

る。 

維持管理業務及び運営業務を行う者の変更後も

事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たして

いない状況となり、維持管理・運営業務の対価の支

払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理業

務及び運営業務を行う者の変更に応じない場合

は、甲は６か月以内に契約を解除することができ

る。ただし、食堂運営業務、多目的スペース管理運

営業務、店舗運営業務及び市が認める付帯事業に

ついては、甲は、運営業務を行う者の変更に関し、

乙と協議のうえ相当の猶予期間を設けることができ

る。 

 


